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　平成26年度に、県及び市町の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談件数は、29,904件
で、前年度に比べると298件、率にして1.0％増加しました。このうち「不当請求・架空請求」の相
談は、全体の15.8％と最も多くを占め、4,726件で前年度に比べ1,353件、率にして40.1％と大幅に
増加しました。これは携帯電話等にショートメールで架空のアダルトサイト利用料の未払金を請
求するなどの新たな手口が急増したためと考えられます。〔表１〕
　また、商品・サービス別相談件数では、「不動産貸借」が最も多い相談ですが、件数自体は
9.4％減少しています。特に変動が目立つものとして、2位の「インターネット通信サービスJが、
前年度に比べ 68.0％増加しています。一方、９位の「健康食品」は、前年度比 70.8％の減となっ
ています。これは、前年度急増した「健康食品の送り付け商法」の相談が沈静化したことによる
ものと考えられます。〔表２〕

【相談件数の推移】〔表1〕 【商品・サービス別相談件数】〔表2〕
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※関連情報は県HPに掲載しています。 （注）「不当請求・架空請求」を除く。



遠隔操作によるプロパイダの変更

アダルトサイトの請求トラブル

アフィリエイト
【相談事例】
　「プロバイダ料金が安くなる。２か月は無料で使え
る」と電話勧誘を受け、その場で遠隔操作によってプロ
バイダを切り替えてもらった。後でこの業者をネットで
検索すると、よくない書き込みが多く、家族も反対した
ため、翌日キャンセルの申出をした。解約は了承され
たが、解約料がかからないか心配だ。（60代　女性）

【相談事例】
　友人から「海外のオンラインゲームのカジノを人に紹介すれば
紹介料が入るし、カジノの収益の１％も入ってくる」とアフィリ
エイト契約の勧誘を受けた。消費者金融でキャッシングをし、登
録料20万円を支払い、友人２人にアフィリエイト契約の紹介をし
た。ホームページから会員登録し、ネットバンキングの口座を作
ると、５万円が入金されたが、怪しいので解約したい。書面は交
付されていないが、２年間で初期費用分の利益が得られなかった
場合差額が返金されると言われている。（20代　女性）

　アフィリエイトとは、提携先の商品広告を自分のウェブサイト上に掲載し、その広告をクリッ
クした人が提携先から商品を購入する等した場合、一定額の報酬が得られるというもので
す。
　アフィリエイトに関する相談は、平成18年頃から急増しており、平成22年度に最多を記録し
た後、一時減少しましたが、再び増加傾向が続いています。最近の相談をみると、「友人や
SNSで知り合った人からアフィリエイトを紹介され、知り合いを勧誘して会員を増やせば収
入が得られると説明された」というマルチ商法的な勧誘が目立ち、20歳代からの相談が多い
のが特徴です。

【アドバイス】

○マルチ商法的な親しい人や仲間からの勧誘は断りにくいものですが、経済的被害だけでなく人
間関係を損なうこともあるので、契約の意思がない場合はきっぱりと断りましょう。

○解約しようとしても、海外事業者の場合、交渉も難しく、日本の法律が及ばない場合もありま
す。２年後の返金保証もあてになりません。勧誘時に説明された収入をあてにして、消費者金
融やカードローンなどで無理な借り入れをしないようにしましょう。

○アフィリエイトは、広告をクリックする人や商品を買ってくれる人を増やさなければ利益は得
られません。そのため、自分のウェブサイトのアクセス数を増やすための様々な工夫や努力が
必要です。「簡単にお金を稼げる」「数分の作業で高額収入を得られる」等という勧誘には注
意しましょう。

【相談事例】
　無料のアダルトサイトへ入ったところ、「登録完了しました」と請
求画面が出たので、慌てて電話をして間違えて入ったことを説明
した。「規約の中に料金の説明がある。支払わないと家族に言う」
などと言われた。名前や住所は伝えていないが、本日中に12万円
支払わないと法的手続きをするとメールが届いた。どうしたらよ
いか。（50代　男性）

【アドバイス】 

○プロバイダ変更の勧誘は多くが電話で行われます。契約内容がよく分からないまま、電話口で承
諾しないようにしましょう。プロバイダ契約は電話勧誘でもクーリング・オフできません。

○契約する前に書面の交付を求め、必ず契約する事業者を確認しましょう。また、サービス内容
や、利用料が現在よりもいくら安くなるのかなどもきちんと確認したうえで契約しましょう。従
前のプロバイダ契約の解約によるデメリット等も理解し、新たな契約の必要がなければ、きっぱ
りと断りましょう。

○勧誘に問題がある場合や遠隔操作前なら無条件で解約できることもあるので、事業者に申し出て
も解決しない場合は、消費生活センターへ相談しましょう。

【アドバイス】

○アダルトサイトの不当請求に関する相談は男女を問わず、また、小学生から高齢者まで幅広い年
齢層から数多く寄せられています。無料だと思っても、料金を請求されることがあるので、不用
意にアクセスしないようにしましょう。

○料金の請求画面に、ＩＰアドレスやスマートフォンの個体識別番号等が表示されることがありま
すが、それによって消費者の住所・氏名などを特定しているわけではありません。また、請求画
面の表示と同時にシャッター音を鳴らし、写真を撮られたように感じさせる手口もありますが、
サイトの閲覧だけでは音を出すことができても、カメラ機能を制御したり、撮影した写真を業者
に送信したりすることはできません。個人情報が知られてしまう危険性もあるので、決して業者
に連絡しないようにしましょう。

○身に覚えのない請求や、請求内容に納得できない場合には、あわてて支払ってはいけません。
困ったときは、まずは消費生活センターへ相談しましょう。

インターネットに関するトラブルに遭わないために
◆　怪しいサイトやメールには日頃から注意しましょう！
◆　身に覚えのない請求には応じないようにしましょう！
◆　困ったら、まずは消費生活センター等へ相談しましょう！
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